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民間企業の実雇用率は 5 年連続上昇し、1.53％に 

―平成２１年６月１日現在の障害者の雇用状況について― 

 障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という。）は、１人以上の身体障害者又は知

的障害者を雇用することを義務づけている事業主等から、毎年６月１日現在における身体障害者、

知的障害者及び精神障害者（以下「障害者」という。）の雇用状況について、報告を求めている。 

 千葉労働局では、今般、平成２１年６月１日現在における同報告を集計し、その結果をとりま

とめた。 

 

◎ポイント 

 【民間企業（56 人以上規模の企業）】 

 ○ 実雇用率は 1.53％(対前年比 0.01 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇) 

 ○ 法定雇用率を達成している企業割合は 48.2％（対前年比 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇） 

 ○ 雇用障害者数（注）は、前年に比べて 143 人（2.5％）増加の 5,870 人 

 ○ 企業規模別で見ると、中小企業の実雇用率は引続き低い水準であるが、100 人～299

人規模は４年連続で上昇 

 ○ 産業別では、建設業、情報通信業の実雇用率が引続き低い水準で推移 

 

 【公的機関】 

 ○ 都道府県の機関（教育委員会を除く）全てが法定雇用率を達成 

 ○ 千葉県教育委員会は、実雇用率 1.48％と依然として低い水準 

 ○ 市町村の機関では、90.3％(対前年比 7.5 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇)の機関が法定雇用率を達成 

 

 (注)障害者の数のカウントについては、別紙「◎法定雇用率」（4ページ）の※を参照のこと。 
 

このような状況を踏まえ、千葉労働局としては、 

・ 公的機関については、民間に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから、

未達成機関については、労働局長等から機関のトップに対して、呼び出し指導を徹底 

・ 民間企業については、全国統一した基準に基づいた雇用率達成指導を厳正に実施 
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１ 民間企業における雇用状況 

   実雇用率は 5年連続上昇し 1.53％、雇用障害者数は約 143 人増加の 5,870 人  

  民間企業（常用労働者数 56 人以上規模の企業：法定雇用率 1.8％）の、雇用障害

者数は 5,870 人で、前年（5,726.5 人）より 2.5％（143.5 人）増加した。 

障害種別の雇用状況は、身体障害者は 4,450 人（75.8％）、知的障害者 1,284 人

（21.9％）、精神障害者 136.0 人（2.3％）であった。 

実雇用率は、5 年連続の上昇で 1.53％となり、前年（1.52％）より 0.01 ポイン

ト上昇した。 

法定雇用率達成企業の割合は 48.2％と前年（47.7％）より 0.5 ポイント上昇した。 

【第１表(1)・(2)】 

 

   規模別の実雇用率は依然として大企業ほど高い  

  企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、56～99 人規模を除く企業規

模で前年より増加した。 

実雇用率は、民間企業全体の実雇用率（1.53％）と比較すると、500～999 人規模

（1.69％）、1,000 人以上企業規模（1.75％）では上回ったが、300～499 人規模企

業（1.47％）、100～299 人規模企業（1.34％）、56～99 人規模企業（1.24％）では

下回った。 

法定雇用率達成企業の割合は、100～299 人規模企業で前年より上昇（50.9％→

53.2％）したものの、それ以外の企業規模ではすべて低下した。 

障害種別の雇用割合では、身体障害者は 300～499 人規模企業（80.4％）、知的障

害者は 56～99 人規模企業（28.4％）、精神障害者は 100～299 人及び 300～499 人規

模企業（2.9％）で最も高い割合であった。 

【第２表(1)、第 1図、第３表(1)】 

 

   産業別の実雇用率は、金融・保険業、学術研究・専門技術で高い水準  

  産業別にみると、雇用されている障害者の数は、製造業、卸売・小売業、宿泊業・

飲食サービス業、生活関連・娯楽業、教育・学習支援業の業種で前年より減少した。

（昨年の調査結果を、本年度より新産業分類に置き換えて比較した。） 

民間企業全体の実雇用率（1.53％）と比較すると、金融・保険業（1.90％）、学

術・専門技術（1.76％）、電気・ガス・熱供給・水道業（1.72％）、製造業（1.68％）、

複合サービス業（1.61％）、運輸業（1.58％）、サービス業（1.55％）では上回った

が、それ以外の業種では下回った。 

障害種別の雇用割合は、身体障害者は教育・学習支援業（95.6％）、知的障害者

はサービス業（39.5％）、精神障害者は電気・ガス・熱供給・水道業（6.9％）で最

も高い割合であった。 

【第２表(2)、第２図、第３表(2)】 
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２ 地方公共団体における在職状況 

   県の機関（法定雇用率 2.1％適用）は、すべての機関で法定雇用率を達成  

法定雇用率 2.1％が適用される県の機関（48 人以上の機関）に在職している障害

者の数は 312.0 人で、実雇用率は 2.44％と前年と同率であり、法定雇用率達成機関

の割合は 100.0％であった。 

障害種別の在職割合は、身体障害者が 97.1％、知的障害者が 2.6％、精神障害者

が 0.3％となっており、前年に比べ身体障害者の割合が増加している。 

 一方、法定雇用率 2.0％が適用される厚生労働大臣の指定する県の教育委員会（50

人以上の機関)に在職している障害者の数は 337.0 人で、実雇用率は 1.48％と前年

と同率であった。 

障害種別の在職割合は、身体障害者が 99.1％を占めていた。 

【第４表 1・2、第６表(1)・(2)・(3)】 

 

   市町村の実雇用率は、法定雇用率 2.1％適用・2.0％適用の両機関で上昇 

  法定雇用率 2.1％が適用される市町村の機関（48 人以上の機関）に在職している

障害者は 841.0 人で、実雇用率は 2.17％と前年より 0.03 ポイント上昇した。法定

雇用率達成機関の割合は 90.3％と前年（82.8％）より 7.5 ポイント上昇した（93

機関中 84 機関が達成）。 

障害種別の在職割合は、身体障害者が 98.0％、知的障害者が 1.3％、精神障害者

が 0.7％となっており、前年に比べ知的及び精神障害者の割合が増加している。 

 一方、法定雇用率 2.0％が適用される厚生労働大臣の指定する市町村の教育委員

会（50 人以上の機関)に在職している障害者は 100.0 人で、実雇用率は 2.10％とな

り、前年より 0.12 ポイント上昇した。また、対象となる全ての機関で法定雇用率

を達成した。 

障害種別の在職割合は、身体障害者が 98.0％、知的障害者が 1.0％、精神障害者

が 1.0％であった。 

【第５表(1)・(2)、第６表(5)・(6)】 

 

３ 特殊法人における雇用状況 

   実雇用率は前年より上昇、地方独立行政法人等はすべて法定雇用率達成  

 特殊法人に雇用されている障害者の数は 59.0 人で、実雇用率は 2.06％と前年

より0.72ポイント上昇した。法定雇用率達成法人の割合は66.7％で前年より6.7

ポイント上昇した。（特殊法人等は、国２法人・地方 1法人中、国の 1法人を除

いて法定雇用率を達成した。） 

障害種別の雇用割合は、身体障害者が 59.3％、知的障害者が 32.2％、精神障

害者が 8.5％であった。 

【第 1表(1)・(2)、第６表(4)】 

 



　　雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神障

　害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場

　合は雇用率に算定することができる）。

（常用労働者数５６人以上規模の企業）

（常用労働者数４８人以上規模の特殊

　法人及び独立行政法人）

（職員数４８人以上規模の機関）

（職員数５０人以上規模の機関）

　　    　　　(カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しな

　　　　　　　ければならないこととなる企業等の規模である。）

　　　また、短時間労働者は、原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障

　　害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上

　　30時間未満の労働者）については、１人分として、精神障害者である短時間労働者

　特　殊　法　人

　　の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

　ロ　国、地方公共団体（ハを除く）

　※　重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人

　２．０％　ハ　厚生労働大臣の指定する教育委員会

　２．１％

◎　法定雇用率

　　については、0.5人分としてカウントされる。

　る数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。

　イ　民間企業

　一般の民間企業 　１．８％

　は以下のとおりであり、民間企業、国・地方公共団体は、それぞれその割合に相当す

　２．１％

　　「障害者の雇用の促進等に関する法律」において定められた雇用率（法定雇用率）
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第１表　民間企業における障害者の雇用状況 〔21年度〕　　　

（１）　概況

①

企業 人 人 人 人 　　　　　　　　％ 企業 　　　　　　　％

1,603

〔１．８％〕 (1,626)

法人 人 人 人 人 ％ 法人 ％

3

〔２．１％〕 (5)

（２）　障害種別雇用状況

①

Ａ×２
＋Ｂ

①に
占める
割合

Ａ×２
＋Ｂ

①に
占める
割合

Ｅ+Ｆ
×0.5

①に
占める
割合

人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 人 人 人 ％

5,870.0 4,450 75.8 1,284 21.9 136.0 2.3

〔１．８％〕 (5,726.5) (4,394) (76.7) (1,220) (21.3) (112.5) (2.0)

人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 人 人 人 ％

59.0 35 59.3 19 32.2 5.0 8.5

〔２．１％〕 (39.0) (32) (82.1) (3) (7.7) (4.0) (10.3)

　　　　７　 割合の計算は小数点以下第２位を四捨五入した。

（注）　1　 第１表（１）概況（注）２～７と同じ

48.2

(47.7)

66.7

(60.0)

773

(775)

2

(3)

一般の
民間企業

特殊
法人等

(10) (12)

1,270

(1,240)

12

1,910

(1,914)

11

　　　　３　 Ａ欄の「重度障害者（1週間の所定労働時間が30時間以上）」には短時間労働者の数は含まれていない。
　　　　　 Ｂ欄の「Ａ以外の障害者」には重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者の数が含まれて
　　　　　 いる。

特殊
法人等

(5,726.5)

59.0

(39.0)

2,864

(2,920)

(2,791)

21

(19)

19 0

（注）　１　 法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者
           等が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗
　　　　　 じて得た数）を除いた労働者数である。

　　　　２　 障害者数の計とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務労働者以
　　　　　 外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカ
           ウントを行い、精神障害者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして
　　　　　 0.5カウントとしている。

(10)

④

実雇用率

D÷②×
100

Ｅ．精神
障害者
の数

　　　　４　 短時間労働者とは、原則として雇用保険の短時間労働者となる方で、少なくとも次の要件に該当する。
　　　　　 ・１週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。
　　　　　 ・１年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

1.53

(1.52)(1,456)

2.06

(1.34)

1,486

D．障害者数の計

Ａ×２＋Ｂ
+Ｃ×0.5

③　障　　害　　者　　の　　数

C．精神障
害者である
短時間労
働者の数

5870.02,870 56

区　　分

② ⑤ ⑥

企業数
法定雇用障
害者数の算
定の基礎と
なる労働者

数

Ａ．重度障
害者

Ｂ．Ａ以外
の障害者

 法定雇用
 率達成企
 業の数

 法定雇用
 率達成企
 業の割合

人

383,568

(375,756)

人

　　　　６　 （　）内は、平成20年６月１日現在の数値である。

Ｄ．障害者
数の計

Ｇ．　計Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ｆ．精神障
害者である
短時間労働
者の数

④　精神障害者の数

Ａ．重度
障害者

Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ｃ．　計 Ａ．重度
障害者

5

(3)(0) (4)

7

区　　分

108

(216) (47)(89)

②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数

216
一般の
民間企業

(0)

(47)

(0)

852

Ｃ．　計

5

56

0

　　　　５　 特殊法人等とは、2.1％の法定雇用率が適用される独立行政法人等。

(788)
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第２表　企業規模別・産業別の雇用状況

①

　　　　　企業 人 人 人 人 人 　　　　　　　　％ 企業 　　　　　　％

1,603
(1,626)

人 　　　　　企業 人 人 人 人 人 　　　　　　　　％ 企業 　　　　　　％

571 249
(598)
750 399
(756)
138 62
(130)
98 46
(95)
46 17
(47) (19)

（２）産業別　【新産分】

①

企業 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

1,603 773
(1,626) (775)
企業 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

4 2
(4) ( 2 )
38 16
(40) ( 18 )
367 210
(384) ( 225 )
5 3
(6) ( 2 )
50 16
(49) ( 11 )
151 72
(152) ( 69 )
252 101
(263) ( 99 )
28 18
(27) ( 16 )
32 13
(30) ( 13 )
27 12
(29) ( 15 )
40 16
(41) ( 13 )
109 39
(102) ( 38 )
43 23
(42) ( 23 )
282 154
(279) ( 149 )
31 17
(34) ( 18 )
144 61
(144) ( 64 )

56

1

0

1

3

2

9

( 8 )

( 0 )

( 1 )

( 2 )

0

5

6

0

( 0 )

( 25 )

( 1 )

( 0 )
0

0

0

2

0

1.68
( 1.74 )

1.31

( 87.5 ) ( 1.53 )

1.14
( 1.11 )
1.58
( 1.55 )

1.72

教育・
学習支援業

8,052 26 60
(7,756) (28) (59)

生活関連、娯
楽業

16,335 42 94
(29,407) (139) (178)

規模計

産業計

(28,311)

6,120
(6,605)
48,988

(12,038)

42,321
(40,615)

(29,547)

10,271

(1,789)
8,667
(8,616)
30,004

72,263
(103,502)

6,681
(5,884)

14,573

(83)

383,568
(375,756)

534
(519)
4,252
(4,073)
74,456
(76,918)
1,688

24
(21)
204

(31)

154
(135)

(371)

27
(23)

28

85
(82)

(30)
112
(108)
254

(356)
9
(9)
31

(54)
349
(203)

1,486
(1,456)

1
(1)
10
(10)
327

(312)
50

78
(84)

310

(237)
510
(817)
107

( 96.0 )
757.0
( 369.0 )

597
(624)
11
(11)
37
(35)
249

( 1.30 )

29.0
( 29.0 )
99.0
( 95.5 )
475.5
( 457.5 )
1,021.0
( 1,571.5 )

83.0

( 1.45 )
1.55

( 1.21 )

1.47
( 1.44 )

1.10

1.40
( 1.49 )

( 1.55 )

1.61

( 586.0 )
98.5

134.5
( 146.0 )

622.5

179.5

113.0
( 115.5 )

( 457.0 )

40.1
( 37.6 )

1.41
( 1.52 )

( 51.7 )

( 52.9 )

35.8

53.5
( 37.3 )

42.4
( 44.4 )

( 54.8 )
54.6
( 53.4 )

675.5 1.76 44.4
( 43.3 )

1.24

( 33.3 )
32.0
( 22.4 )
47.7

64.3

40.6
( 59.3 )

( 1.62 )

( 45.4 )

( 45.0 )
57.2
( 58.6 )
60.0

48.2
( 47.7 )

5,870.0
( 5,726.5 ) 

1.53
( 1.52 )

⑥

企業数
法定雇用障害
者数の算定の
基礎となる労
働者数

Ａ．重度障
害者

Ｂ．Ａ以外
の障害者

C．精神障
害者である
短時間労
働者の数

D．障害者数の計 実雇用率  法定雇用
 率達成企
 業の数

 法定雇用
 率達成企
 業の割合

(255)

579

④ ⑤

(48)(1.66)

36
(1.75)(970)

※(　）のデータは、昨年の調査結果を新産業分類に置き換えて集計したものである。

② ③　障　　害　　者　　の　　数

(552)
1,007

(25)

（注）　第１表（１）と同じ

2,183.0
(2,086.5)(119,503) (40.4)

(110,761)

46,251
(43,227)

(58,346)

524.5
(584.0)

1,475.5

383,568
(375,756)

42,448
(43,919)

110,469

109
(134)

(733)

334 679.0

373
(342)

 法定雇用
 率達成企
 業の割合Ａ×２＋Ｂ

+Ｃ×0.5
D÷②×
100

1.53 773 48.25,870.0

 法定雇用
 率達成企
 業の数

(385)

⑤ ⑥

企業数
法定雇用障害
者数の算定の
基礎となる労
働者数

Ａ．重度障
害者

Ｂ．Ａ以外
の障害者

C．精神障
害者である
短時間労
働者の数

D．障害者数の計 実雇用率

区　　分

② ③　障　　害　　者　　の　　数 ④

(316)

(59)

(775)

(264)

(1.52)

725
(1.28)

(5,726.5)

1.47
(1,422.0)

1,486
(1,456)

2,870
(47.7)

56
(2,791) (47)

43.6
(44.1)

53.2
(50.9)

44.9

　５６～　９９

１００～２９９

1

9

1.24
(1.33)

1.34

306

３００～４９９

５００～９９９

2

8
(320)

498

172
(173)

25359,564
(452)

(45.4)

46.9
(50.5)

37.0

(1.54)

( 42.0 )

1.69
(667.5)

1,008.0
(966.5)

1.75

Ａ×２＋Ｂ
+Ｃ×0.5

D÷②×
100

( 1.03 )

124,836

( 1,336.0 )

2,870
(2,791)

5
(5)
26
(22)

( 7.0 )
46.0

サービス業

（注）　第１表（１）と同じ

宿泊業、飲食
サービス業

医療・福祉

複合
サービス事業

40.0
( 31.7 )

54.8

( 0 )

( 0 )

（１）規模別

卸売・小売業

製造業

電気・ガス・熱
供給・水道業

情報通信業

運輸業

区　　分

農業

建設業

１，０００人
以上

(0)

(10)

(3)

(9)

27学術研究、
専門技術

38,363 152 358
(5,701) (29) (29)

50.07.0

( 50.0 )
42.1

1.31
( 1.35 )
1.08

(92) ( 256.0 )

(47)

( 1 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 9 )

( 0 )

1,252.0

金融、保険業
( 1.77 )

不動産業
物品賃貸業

277.0 1.90

(29) ( 75.0 ) ( 1.27 )

(14,475)
29

- 6 -



第３表　企業規模別・産業別の障害種別雇用状況

①

Ａ×２
＋Ｂ

①に
占める
割合

Ａ×２
＋Ｂ

①に
占める
割合

Ｅ+Ｆ
×0.5

①に
占める
割合

人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 人 人 人 ％

5,870.0 4,450 75.8 1,284 21.9 136.0 2.3

(5,726.5) (4,394) (76.7) (1,220) (21.3) (112.5) (2.0)
人 人 人 ％ 人 ％ 人 ％

524.5 363 69.2 149 28.4 12.5 2.4
(584.0) (386) (66.1) (192) (32.9) (6.0) (1.0)
1,475.5 1,179 79.9 254 17.2 42.5 2.9
(1,422.0) (1,167) (82.1) (223) (15.7) (32.0) (2.3)
679.0 546 80.4 113 16.6 20.0 2.9
(667.5) (545) (81.6) (107) (16.0) (15.5) (2.3)
1,008.0 801 79.5 191 18.9 16.0 1.6
(966.5) (767) (79.4) (186) (19.2) (13.5) (1.4)
2,183.0 1,561 71.5 577 26.4 45.0 2.1
(2,086.5) (1,529) (73.3) (512) (24.5) (45.5) (2.2)

（注）　第１表（２）と同じ

（２）産業別　【新産分】

①

Ａ×２
＋Ｂ

①に
占める
割合

Ａ×２
＋Ｂ

①に
占める
割合

Ｅ+Ｆ
×0.5

①に
占める
割合

人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 人 人 人 ％
5870.0 1,270 1,910 4,450 75.8 216 852 1,284 21.9 108 56 136.0 2.3
(5,726.5) (1,240) (1,914) (4,394) (76.7) (216) (788) (1,220) (21.3) (89) (47) (112.5) (2.0)

人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 人 人 人 ％
7.0 1 4 6 85.7 0 1 1 14.3 0 0 0.0 0.0
(7.0) (1) (4) (6) (85.7) (0) (1) (1) (14.3) (0) (0) (0.0) (0.0)
46.0 9 25 43 93.5 1 0 2 4.3 1 0 1.0 2.2
(42.0) (9) (22) (40) (95.2) (1) (0) (2) (4.8) (0) (0) (0.0) (0.0)
1252.0 295 392 982 78.4 32 182 246 19.6 23 2 24.0 1.9
(1,336.0) (306) (424) (1,036) (77.5) (50) (181) (281) (21.0) (19) (0) (19.0) (1.4)
29.0 9 9 27 93.1 0 0 0 0.0 2 0 2.0 6.9
(29.0) (9) (11) (29) (100.0) (0) (0) (0) (0.0) (0) (0) (0.0) (0.0)
99.0 31 28 90 90.9 0 3 3 3.0 6 0 6.0 6.1
(95.5) (30) (29) (89) (93.2) (0) (3) (3) (3.1) (3) (1) (3.5) (3.7)
475.5 103 187 393 82.6 9 53 71 14.9 9 5 11.5 2.4
(457.5) (98) (183) (379) (82.8) (10) (46) (66) (14.4) (8) (9) (12.5) (2.7)
1021.0 210 305 725 71.0 44 188 276 27.0 17 6 20.0 2.0
(1,571.5) (312) (512) (1,136) (72.3) (59) (279) (397) (25.3) (26) (25) (38.5) (2.4)
277.0 84 96 264 95.3 1 8 10 3.6 3 0 3.0 1.1
(256.0) (81) (82) (244) (95.3) (1) (5) (7) (2.7) (5) (0) (5.0) (2.0)
83.0 25 24 74 89.2 2 3 7 8.4 2 0 2.0 2.4
(75.0) (22) (25) (69) (92.0) (1) (3) (5) (6.7) (1) (0) (1.0) (1.3)
675.5 144 229 517 76.5 8 120 136 20.1 9 27 22.5 3.3
(87.5) (29) (23) (81) (92.6) (0) (4) (4) (4.6) (2) (1) (2.5) (2.9)
134.5 21 37 79 58.7 7 39 53 39.4 2 1 2.5 1.9
(146.0) (25) (47) (97) (66.4) (6) (35) (47) (32.2) (2) (0) (2.0) (1.4)
179.5 35 60 130 72.4 7 31 45 25.1 3 3 4.5 2.5
(457.0) (77) (94) (248) (54.3) (62) (81) (205) (44.9) (3) (2) (4.0) (0.9)
113.0 26 56 108 95.6 0 0 0 0.0 4 2 5.0 4.4
(115.5) (28) (56) (112) (97.0) (0) (2) (2) (1.7) (1) (1) (1.5) (1.3)
622.5 136 210 482 77.4 18 84 120 19.3 16 9 20.5 3.3
(586.0) (121) (216) (458) (78.2) (14) (83) (111) (18.9) (13) (8) (17.0) (2.9)
98.5 21 40 82 83.2 3 9 15 15.2 1 1 1.5 1.5
(96.0) (19) (42) (80) (83.3) (2) (11) (15) (15.6) (1) (0) (1.0) (1.0)
757.0 120 208 448 59.2 84 131 299 39.5 10 0 10.0 1.3
(369.0) (73) (144) (290) (78.6) (10) (54) (74) (20.1) (5) (0) (5.0) (1.4)

（注）　第１表（２）と同じ

※(　）のデータは、昨年の調査結果を新産業分類に置き換えて集計したものである。

規模計

１，０００人
以上

　５６～　９９

１００～２９９

３００～４９９

５００～９９９

1,270
(1,240)

92

卸売・小売業

産業計

農業

建設業

製造業

区　　分

複合
サービス事業

サービス業

宿泊業、飲食
サービス業

生活関連、娯
楽業

教育・
学習支援業

医療・福祉

電気・ガス・熱
供給・水道業

情報通信業

運輸業

Ｄ．障害者
数の計

Ａ．重度
障害者

Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ａ．重度
障害者

②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数 ④　精神障害者の数

Ｃ．　計 Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ｃ．　計 Ｅ．精神
障害者
の数

Ｆ．精神障
害者であ
る短時間
労働者の
数

Ｇ．　計

区　　分

②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数 ④　精神障害者の数

Ｄ．障害者
数の計

Ａ．重度
障害者

Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ｃ．　計 Ｆ．精神障
害者であ
る短時間
労働者の
数

Ｇ．　計Ａ．重度
障害者

Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ｃ．　計 Ｅ．精神
障害者
の数

(92)

人

329
(310)
159
(157)
223
(228)
467
(453)

179
(202)

(547)
228
(231)
355
(311)
627

1,910
(1,914)

人

521

(623)

17
(42)
44
(32)
13
(16)
30
(27)

166
(159)
87
(75)

852
(788)

216
(216)

27
(9)(132)

353

(6) (0)

108 56
(89) (47)
人 人

12 1

（１）規模別

36
(33) (25)

12 8
(9)

19 2

人

(14) (3)

38 9
(27) (10)

金融、保険業

不動産業
物品賃貸業

学術研究、
専門技術

人

(314)

131

115
(108)

112
(99)
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第４表　千葉県の機関における障害者の在職状況

１．法定雇用率２．１％が適用される機関

（１）　概況

①

機関 人 人 人 人 人 　　　　　　％ 機関 　　　　　　％

計 8
(8)
機関 人 人 人 人 人 　　　　　　％ 機関 　　　　　　％

1
(1)

7
(7)

（２）　障害種別在職状況

①

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

210.0
(211.0)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

102.0
(103.0)

２．法定雇用率２．０％が適用される機関

（１）　概況

①

機関 人 人 人 人 人 　　　　　　％ 機関 　　　　　　％

1
(1)

（２）　障害種別在職状況

①

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

337.0
(338.0) (2)

334
(0)
0

(1) (1)
3.0

（注）　第４表（１）概況（注）２～３と同じ

0 0 0 3107 120
(2.0)

千葉県
教育委員会

E＋F×0.5

Ｃ．　計 Ａ．重度障害
者（1週間の
所定労働時
間が30時間
以上）

Ｂ．Ａ以外
の障害者

E．精神障害
者の数

F．精神障害
者である短
時間労働者
の数

④　精神障害者の数

障害者
数の計

Ａ．重度障害
者（1週間の
所定労働時
間が30時間
以上）

022,799 337.0 1.48
(0)

Ｃ．　計

Ａ×２＋Ｂ

100133 1 312.0 2.4412,771 89

（注）　第４表（１）概況（注）２～３と同じ

Ｃ．　計障害者
数の計区　　分

②　身体障害者の数

Ａ．重度障害
者（1週間の
所定労働時
間が30時間
以上）

Ｂ．Ａ以外
の障害者

　　　　２　 障害者の数とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
           者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者で
           ある短時間障害者については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

1.0

Ｃ．精神障害
者である
短時間労
働者の数

D．障害者数の計 実雇用率

Ａ×２＋B
＋C×0.5

10
(0)(0)

D/②×100

        ３　 Ａ欄の「重度障害者(１週間の所定労働時間が30時間以上）」には短時間労働者の数は含まれていない。Ｂ欄の｢Ａ
           以外の障害者」には重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者の数が含まれている。

 法定雇用
 率達成機
 関の数

 法定雇用
 率達成機
 関の割合

区　　分

② ③　障　　害　　者　　の　　数 ④ ⑤ ⑥

0

61

Ａ×２＋Ｂ

80

Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ｃ．　計

(61) (79)

0 0

(201) (4) (2)

26 49 101
(25) (52) (102)

　　　　４　 法定雇用率達成とは、不足数（②欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(１未満の端数切り捨て)から③欄の障害
           者数の数を減じて得た数）が0.0となることをいう。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が
           0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

Ａ．重度障害
者（1週間の
所定労働時
間が30時間
以上）

E．精神障害
者の数

F．精神障害
者である短
時間労働者
の数

Ｃ．　計

E＋F×0.5

④　精神障害者の数

Ａ×２＋Ｂ

③　知的障害者の数

区　　分

②

D．障害者数の計

Ａ×２＋B
＋C×0.5

(12,862) (90) (134) (0)

1

⑤④

実雇用率

D/②×100

2.41

8

⑥

機関数
法定雇用障
害者数の算
定の基礎と
なる職員数

 法定雇用
 率達成機
 関の数

 法定雇用
 率達成機
 関の割合

③　障　　害　　者　　の　　数

Ｃ．精神障害
者である
短時間労
働者の数

Ｂ．Ａ以外の
障害者

Ａ．重度障害
者(1週間の所
定労働時間が
30時間以上)

100

1001

63 84 0

7

210.0

26 49

0.0202 2 4 8 00

(314.0) (2.44) (8) (100)

(1) (100)(8,783) (65) (81) (0)

(53) (0)

(211.0) (2.40)

2.51102.0
(103.0) (2.53)

千葉県
知事部局

その他の
県の機関

8,714

4,057

千葉県
知事部局

(4,079) (25)

（注）　１　 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が
           職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

(10) (0) (0) (0.0)

(7) (100)

(0) (1) (0) (1.0)

その他の
県の機関

(22,851) (109) (120)
107 123

機関数
法定雇用障
害者数の算
定の基礎と
なる職員数

Ａ．重度障害
者(1週間の所
定労働時間が
30時間以上)

Ｂ．Ａ以外の
障害者

( 338.0 ) (1.48) (0)
（注）　第４表（１）概況（注）と同じ

(0)

千葉県
教育委員会 0 0

区　　分

②　身体障害者の数 ③　知的障害者の数
Ｂ．Ａ以外
の障害者

Ｃ．　計

Ａ×２＋Ｂ

(109) (117) (335) (0)
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第５表　県内市町村等の機関における障害者の在職状況

（１）　概況

①

機関 人 人 人 人 　　　　　　　　％ 機関

93

機関 人 人 人 人 　　　　　　　　％ 機関

4

（２）　障害種別在職状況

①

①に
占める
割合

①に
占める
割合

①に
占める
割合

人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 人 人 人 ％

841.0 98.0 1.3 0.7

人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 人 人 人 ％

100.0 98.0 1.0 1.0

(0.6)

(97.2) (0.9) (1.8)( 1 ) ( 1 )

0 1

(5.0)

( 0 )

(82.8)

％

100

(83.3)

⑥

 法定雇用
 率達成機
 関の割合

％

90.32.17

(2.14)

2.10

(1.98)

(1.2)

Ｃ．　計

(393)

（注）　第５表（１）概況（注）２～７と同じ

(109.0) (29) (48) (106) (2) (0) (2.0)

（注）　１　 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が
           職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

1.0

区　　分

Ａ．重度障
害者（1週間
の所定労働
時間が30時
間以上）

Ｂ．Ａ以外
の障害者

0

④　精神障害者の数

1 1

Ｃ．　計

③　知的障害者の数

        ３　 Ａ欄の「重度障害者(１週間の所定労働時間が30時間以上)」には短時間労働者の数は含まれていない。Ｂ欄の「Ａ
           以外の障害者」には重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者の数が含まれている。

　　　　４　 「厚生労働大臣の指定する教育委員会」は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第２条ただし書の規定に基
           づき、同条ただし書の厚生労働大臣の指定する教育委員会を定める件（平成11年労働省告示第33号）に定める教育委
           員会とする。

②　身体障害者の数

　　　　６　 (   )内は、平成２０年６月１日現在の数値である。

　　　　７　 割合の計算は、小数点以下第２位を四捨五入している。

法定雇用率
2.0％が適
用される厚
生労働大臣
の指定する
教育委員会

222

26 48

　　　　２　 障害者の数とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
           者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者で
           ある短時間障害者については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

4

(0) (109.0) (5)(51)

46 98

Ｂ．Ａ以外
の障害者

(218) (378) (98.2)

Ａ×２
＋Ｂ

Ａ．重度
障害者（1
週間の所
定労働時
間が30時
間以上）

26

( 10 ) ( 10 )

380

　　　　５　 法定雇用率2.1％が適用される機関とは、市町村の行政機関等である。

E．精神
障害者
の数

(5) ()

Ｃ．　計F．精神障
害者である
短時間労働
者の数 E＋F

×0.5
Ａ×２
＋Ｂ

84

⑤

D．障害者数
の計

Ａ×２＋B
＋C×0.5

 法定雇用
 率達成機
 関の数

③　障　　害　　者　　の　　数 ④

実雇用率

D/②×100

841.0

区　　分

②

機関数
法定雇用障
害者数の算
定の基礎と
なる職員数

38,669

法定雇用率
2.0％が適
用される厚
生労働大臣
の指定する
教育委員会

4,773

Ｃ．精神障
害者である
短時間労
働者の数

Ｂ．Ａ以外の
障害者

Ａ．重度障害者
(1週間の所定
労働時間が30
時間以上)

(5,494) (29)

222

(0) (829.0) (82)(99) (38,661) (218)

法定雇用率
2.1％が適
用される機
関

100.0

(6)

6.0824 0 11 11 06

0

人

人

法定雇用率
2.1％が適
用される機
関

障害者
数の計

(829.0)

397 0

(814) ( 0 )
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第６表　地方公共団体等の機関における障害者の在職状況

（１）　都道府県知事部局の状況　（法定雇用率２．１％）
①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

合　計 8,704 210.0 2.41 0.0
千葉県 8,704 210.0 2.41 0.0

（２）　都道府県機関（警察、企業局、議会事務局等）の状況　（法定雇用率２．１％）
①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

合　計 4,057 102.0 2.51 0.0
千葉県企業庁 435 15.0 3.45 0.0
千葉県水道局 969 24.0 2.48 0.0
千葉県病院局 777 20.0 2.57 0.0
千葉県議会事務局 58 2.0 3.45 0.0
北千葉広域水道企業団 86 2.0 2.33 0.0
君津広域水道企業団 68 1.0 1.47 0.0
千葉県警察本部 1,664 38.0 2.28 0.0

（３）　都道府県教育委員会の状況　（法定雇用率２．０％）
①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

合　計 22,799 337.0 1.48 118.0
千葉県 22,799 337.0 1.48 118.0

（４）　県内特殊法人等の状況　（法定雇用率２．１％）
①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

人 人 ％ 人

合　計 115 3.0 2.61 0.0
千葉県住宅供給公社 115 3.0 2.61 0.0

（５）　県内市町村等の機関の状況　（法定雇用率２．１％）

①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

合　計 38,669 841.0 2.17 15.0
千葉市 4,551 109.0 2.40 0.0
銚子市（認定） 698 16.0 2.29 0.0 注４
市川市 2,061 44.0 2.13 0.0
船橋市 1,940 46.0 2.37 0.0
館山市 421 7.0 1.66 1.0
木更津市 635 13.0 2.05 0.0
松戸市（認定） 2,299 49.0 2.13 0.0 注４
野田市 667 17.0 2.55 0.0
茂原市 496 10.0 2.02 0.0
成田市 704 16.0 2.27 0.0
佐倉市 759 17.0 2.24 0.0
東金市 349 7.0 2.01 0.0
旭市（認定） 598 14.0 2.34 0.0 注４
習志野市 655 8.0 1.22 5.0
柏市 1,408 30.0 2.13 0.0
勝浦市 183 2.0 1.09 1.0 注７
市原市 1,334 30.0 2.25 0.0
流山市（認定） 788 18.0 2.28 0.0 注４
八千代市(認定) 1,040 24.0 2.31 0.0 注４
我孫子市 553 15.0 2.71 0.0

※注）地方独立行政法人等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第８号から第９号までの法人である。
　　　なお、同令別表第２の第１号から第７号までの法人については、厚生労働省発表。
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①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

鴨川市 341 7.0 2.05 0.0
鎌ヶ谷市(認定) 528 15.0 2.84 0.0 注４
君津市(認定) 730 15.0 2.05 0.0 注４
富津市（認定） 452 9.0 1.99 0.0 注４
浦安市 716 17.0 2.37 0.0
四街道市 428 8.0 1.87 0.0
袖ヶ浦市 362 9.0 2.49 0.0
八街市 393 8.0 2.04 0.0
印西市 365 9.0 2.47 0.0
白井市 310 7.0 2.26 0.0
富里市 285 8.0 2.81 0.0
南房総市 485 10.0 2.06 0.0 注５
匝瑳市(認定) 376 8.0 2.13 0.0 注４
香取市 624 13.0 2.08 0.0
山武市（認定） 485 10.0 2.06 0.0 注４
いすみ市 390 9.0 2.31 0.0
酒々井町 151 3.0 1.99 0.0
印旛村(認定) 129 3.0 2.33 0.0 注４
本埜村 63 1.0 1.59 0.0
栄町（認定） 210 5.0 2.38 0.0 注４
神崎町 61 1.0 1.64 0.0
多古町 183 3.0 1.64 0.0
東庄町 126 3.0 2.38 0.0
大網白里町(認定) 514 14.0 2.72 0.0 注４
九十九里町 127 2.0 1.57 0.0
芝山町 90 1.0 1.11 0.0
横芝光町 221 4.0 1.81 0.0
一宮町 113 2.0 1.77 0.0
睦沢町 100 2.0 2.00 0.0
長生村 105 2.0 1.90 0.0
白子町 108 3.0 2.78 0.0
長柄町 90 1.0 1.11 0.0
長南町 118 1.0 0.85 1.0 注６
大多喜町 214 3.0 1.40 1.0
御宿町 119 3.0 2.52 0.0
鋸南町 64 1.0 1.56 0.0
市川市教育委員会 453 9.0 1.99 0.0
館山市教育委員会 95 0.0 0.00 1.0 注８
木更津市教育委員会 156 3.0 1.92 0.0
野田市教育委員会 132 4.0 3.03 0.0
茂原市教育委員会 105 3.0 2.86 0.0
成田市教育委員会 163 3.0 1.84 0.0
佐倉市教育委員会 176 4.0 2.27 0.0
東金市教育委員会 84 2.0 2.38 0.0
市原市教育委員会 237 5.0 2.11 0.0
我孫子市教育委員会 110 3.0 2.73 0.0
鴨川市教育委員会 73 1.0 1.37 0.0
浦安市教育委員会 272 6.0 2.21 0.0
四街道市教育委員会 86 1.0 1.16 0.0
袖ヶ浦市教育委員会 90 2.0 2.22 0.0
八街市教育委員会 108 4.0 3.70 0.0
印西市教育委員会 102 2.0 1.96 0.0
白井市教育委員会 81 2.0 2.47 0.0
富里市教育委員会 72 1.0 1.39 0.0
南房総市教育委員会 109 2.0 1.83 0.0 注５
香取市教育委員会 165 3.0 1.82 0.0
いすみ市教育委員会 97 2.0 2.06 0.0
東葛中部地区総合開発事務組合 94 2.0 2.13 0.0

 香取広域市町村圏事務組合 83 1.0 1.20 0.0

- 11 -



①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

山武郡市広域水道企業団 57 2.0 3.51 0.0
四市複合事務組合 71 2.0 2.82 0.0
長生郡市広域市町村圏組合 245 5.0 2.04 0.0
山武郡市広域行政組合 97 1.0 1.03 1.0
九十九里地域水道企業団 86 1.0 1.16 0.0
香取市東庄町病院組合 105 4.0 3.81 0.0
総合病院国保旭中央病院 1,157 21.0 1.82 3.0
組合立国保成東病院 130 2.0 1.54 0.0
国保国吉病院組合 127 3.0 2.36 0.0
君津中央病院企業団 397 9.0 2.27 0.0
松戸市病院事業 386 7.0 1.81 1.0 注９
習志野市企業局 96 2.0 2.08 0.0
柏市水道事業 72 2.0 2.78 0.0
船橋市病院事業 185 3.0 1.62 0.0

（６）　県内市町村教育委員会の状況（法定雇用率２．０％）
①法定雇用障害者
　数の算定の基礎
　となる職員数

　②
　障害者の数

　③
　実雇用率

　④
　不足数

備考

合　計 4,773 100.0 2.10 0.0
千葉市教育委員会 3,533 71.0 2.01 0.0
船橋市教育委員会 626 13.0 2.08 0.0
習志野市教育委員会 275 5.0 1.82 0.0
柏市教育委員会 339 11.0 3.24 0.0

注８　 館山市教育委員会においては、９月１日現在、障害者の数は１人、実雇用率1.05％、不足数0.0人となった

注９　 松戸市病院事業においては、１０月１日現在、障害者の数は7.5人、実雇用率1.97％、不足数0.0人となった

注７　 勝浦市においては、６月２５日現在、障害者の数は３人、実雇用率1.64％、不足数0.0人となった。

注４　 注４の機関は、特例認定を受けている。
　　 特例認定とは、地方公共団体の機関（Ａ）及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関（Ｂ）の申請に基づき、厚生労
　　 働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

注１　 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員
　　 が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

注２　 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障
　　 害者及び重度知的障害者については､法律上､１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短
　　 時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして、0.5カウントとしている。

注３　 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じ
　　 て得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　　 したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

注５　 南房総市は、南房総市教育委員会と特例認定を受けた。この結果、障害者の数は12人、実雇用率2.06％、不足数0.0人となった。

注６　 長南町は、長南町教育委員会と特例認定を受けた。この結果、障害者の数は5人、実雇用率3.45％、不足数0.0人となった。
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各年6月1日現在

注１ 障害者数とは次に掲げる者の合計。

平成 ５年～ 身体障害者 （重度身体障害者はダブルカウント）、

知的障害者 （重度知的障害者はダブルカウント）、

重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

平成18年～ 精神障害者及び精神障害者である短時間労働者が算入される

（短時間精神障害者は0.5ポイントで算出）

注２ 平成5年から平成10年までは「６３～９９人」。

第１図　　民間企業における規模別障害者の実雇用率の推移
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各年6月1日現在

注１　　障害者とは、次に掲げる者の合計。

　　　　　平成５年～ 身体障害者（重度身体障害者は１名を２ポイントでカウント）、

知的障害者（重度知的障害者は１名を２ポイントでカウント）、

重度身体障害者又は、重度知的障害者である短時間労働者。

　　　　　平成18年～ 精神障害者（精神障害者である短時間労働者は１名を0.5ポイントでカウント）

が、算入される。

注２　　グラフ作成上、企業数が５未満の農、林、漁業及び鉱業は除いている。

注３　　平成２１年より産業分類が変更になっている。

第２図　　民間企業における産業別障害者の実雇用率
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